
別表 

（第３条関係） 

 

体外受精・顕微授精の治療ステージ及び助成対象範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*B:採卵・受精後、1～3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初

からの治療方針に基づく治療を行った場合。 

※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られない

ため治療を中止した場合も助成の対象とする。 


